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１ 施設の長寿命化計画の背景・目的等 

（１）背景 

本学は、建築後 30 年以上経過した施設が保有面積の半数以上を占め、20 年～30 年後に一斉

に更新時期を迎えることとなり、老朽化の波が押し寄せている。 

平成 25 年 11 月、「インフラ長寿命化基本計画」が策定され、政府全体として、国民の安全・安

心を確保し、中長期的な維持管理・更新に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を図る方向

性が打ち出された。平成 27年 3月には、「文部科学省インフラ長寿命化計画（行動計画）」が文部

科学省にて策定された。本学においても「インフラ長寿命化基本計画」に基づき、インフラの維持

管理・更新等を着実に推進するための中期的な取組を明らかにする計画として平成 29 年 3 月に

「インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定した。 

さらに、2020年度までには個別施設ごとの具体的方針を定める「インフラ長寿命化計画（個別施

設計画）」の策定することを求められているため、「インフラ長寿命化計画（行動計画）」をもとに大

学の「名古屋工業大学憲章」を具現化するための施設整備・維持管理及びトータルコストの縮減や

予算の平準化を図るため、個別施設ごとの具体的な計画の表す本計画を策定した。 

（２）目的 

国立大学法人名古屋工業大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）は、上記の背景を踏まえ

施設を総合的観点で捉えて、長寿命化できるものは長寿命化し、適正に改修・改築を行うとともに、

教育研究環境の質的改善も考慮しながら改修・改築等を検討するための詳細診断により優先順位

を設定しつつ、これに要するコストの縮減と平準化を図ることを目的とする。 

（３）計画期間 

計画期間は、施設の更新周期や目標耐用年数までの維持保全等、長期的な視点による計画の

策定が重要であることから、2020年度から 2049年度の 30年間とする。 

ただし、予算の獲得状況及び状況の変化等により５年程度を目安に必要に応じ計画変更を行う。 

（４）対象施設 

本個別施設計画における対象施設は、行動計画を踏まえ、本学が所有する建物及び工作物と

する。

【建物（附帯設備含む）】 

・大学： 実験棟、研究棟、講義棟等 

・共用施設： 図書館、福利施設、課外活動施設、本部棟等 

・宿舎： 学生宿舎、宿泊施設等 

・体育施設： 体育館、プール・附属屋等 

・機械室等： 特高受電棟、ポンプ室等  

【土木構造物】 

・グランド、テニスコート、道路、駐車場、駐輪場、法面、擁壁、緑地、共同溝等 
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【基幹設備】 

・受変電設備、自家発電設備、屋外電力・通信線等 

・給水設備、屋外上下水道・ガス管 等 

ただし、以下に該当するものは非対象施設とする。 

・ 延面積100㎡程度以下の小規模施設（器具庫、倉庫、機械室等） 

・ 今後 10 年以内にとりこわし計画、改築計画のある建物 

・ プレハブ建物、小規模の木造建物  

なお、これら非対象施設については、予防保全型維持管理による費用の縮減効果が低いため

事後保全を基本とした対応を行う。 

２ 施設の目指すべき姿 

本学が掲げる理念や方針をもとに、それらを具現化するために施設として必要な機能・性能を検

討し、目指すべき姿を示す。 

【安全性】 

・ＢＣＰを踏まえた防災機能強化 

・老朽化対策  

・事故防止対策  

・防犯対策  

【快適性】  

・室内環境の整備  

・バリアフリーに配慮した環境整備  

【教育研究活動への適応性】 

・教育研究環境の効率的配置と適量な整備 

・産学官連携施設の整備 

【環境への適応性】 

・環境を考慮した施設の整備（省エネルギー、緑化計画） 

【地域の拠点化】  

・地域に開かれた大学とするための環境整備 

・ユニバーサルデザインの推進及び国際化に対応した環境整備 
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３ 施設の実態 

（１）施設の運営状況・活用状況等の実態 

①対象施設一覧 

【敷地面積、建物数一覧】                                    （ ）は総数

団地名 

(団地番号)

敷地面積

（㎡） 

建築面積 

（㎡） 

建物延面積

（㎡） 

総棟数

（棟）
学部、大学院、主なセンター等名 

御器所 

（001） 
138,664 

35,002 

（37,476） 

138,114

（140,878） 

35 

（69） 

工学部、大学院工学研究科、事務局、 

附属図書館、ものづくりテクノセンター、 

極微デバイス次世代材料研究センター、 

産学官金連携機構、情報基盤センター、 

窒化物半導体マルチビジネス創生センタ

ー、ダイバーシティ推進センター、 

創造工学教育推進センター、 

教育研究センター機構、 

工学教育総合センター、留学生センター、

保健センター等 

千種 

（002） 
41,775 

1,333

（1,590） 

3,088 

（3,345） 

3 

（6） 

屋外運動場附属施設、 

大学課外活動施設、学生寄宿舎 

庄内川 

（003） 
635 

190 

（190） 

376 

（376） 

1 

（1） 
大学課外活動施設 

志段味 

（007） 
7,770 

0 

（246） 

0 

（246） 

0 

（2） 
屋外運動場附属施設、大学課外活動施設 

多治見 

（008） 
20,943 

1,346 

（1,362） 

2,738 

（2,754） 

4 

（5） 

先進セラミックス研究センター、 

研究者交流施設 

狭間 

（010） 
3,955 

1,282

（1,282） 

3,803 

（3,803） 

4 

（4） 
学生寄宿舎（混住型） 

合計 231,742 
39,153 

（42,146） 

148,119 

（151,402） 

47 

（87） 

対象は延べ面積100㎡以上の建物とする。 

下記の団地は対象外とする 

006木曽福島：存廃の検討中 

011多治見２、012蒲郡２：借用
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②施設の配置状況 

名古屋市の中心地に位置している御器所団地、千種団地（学生寮、運動場）及び名古屋市よ

り約 30Km離れた岐阜県多治見市内に多治見団地（先進セラミック研究センター）の主要3団地

のほかに、名古屋市内を中心に全7団地を有する。 

         （002）千種団地                   （008）多治見団地 

（001）御器所団地 

・木曽福島団地 

（地図外） 
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③施設の保全にかかる工事費の推移 

施設の保全にかかる工事費として、経常修繕と計画修繕がある。経常修繕は日常的で小規模

な修繕、緊急時に対応する修繕のことを指す。計画修繕は比較的大規模な修繕で建物や部品

の耐用年数や実際の劣化状況から判断し、長期的な計画を立てた上で行う修繕・改修を指す。 

過去5年間の経常修繕費は平均で約0.53億円、計画修繕費は0.88億円の合計1.41億円

を確保している。 

【施設の保全にかかる工事費の現状】

施設整備費補助金は除く

（千円）

2015 2016 2017 2018 2019

経常修繕 小規模・緊急修繕 66,180 63,781 56,472 54,458 27,636

部分改修 29,169 39,040 64,652 107,196 80,531

大規模改修 0 0 46,089 0 73,458

95,349 102,821 167,213 161,654 181,625

種別

計画修繕

合計

0
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60000

80000
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120000

140000

160000

180000
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算
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千
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）

年度

施設保全にかかる工事費の現状

小規模・緊急修繕 部分改修 大規模改修
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④施設の保有量 

主要キャンパスの建物面積を経年別にみると図表 のとおり、築 25 年以上の建物の面積は     

90,140㎡（全体面積の61%）で、そのうち未改修面積は面積 22,833㎡（全体面積の16%）となる。

10 年後の 2029 年には 130,755 ㎡（全体面積の 90%）と大部分の建物が築 25 年以上となる。そ

のため、計画的に老朽化対策を行い、安定した維持管理・更新を行う必要がある。 

【建物経年別保有面積（2019.5.1）】
（㎡）

経年 保有面積 改修済面積
一部改修済
面積

未改修面積

18,542 0 0 18,542

12.2% 0.0% 0.0% 21.8%

6,567 0 0 6,567

4.3% 0.0% 0.0% 7.7%

38,958 116 0 38,842

25.7% 0.2% 0.0% 45.7%

15,249 465 0 14,784

10.1% 0.7% 0.0% 17.4%

25,438 19,714 0 5,724

16.8% 29.8% 0.0% 6.7%

46,059 45,224 299 536

30.4% 68.4% 100.0% 0.6%

589 589 0 0

0.4% 0.9% 0.0% 0.0%

151,402 66,108 299 84,995

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

61年以上

合計

0～10年

11～20年

21～30年

31～40年

41～50年

51～60年

22,354 14,712 4,983 536 182 

116 
465 18,088 

42,291 

589 
14,739 6,191 

15,632 

0
10,000
20,000
30,000
40,000

御器所団地

未改修 一部改修 改修済 経年25年未満

68 72 155 117 

2,933 

0
1,000
2,000
3,000
4,000

千種団地

未改修 一部改修 改修済 経年25年未満

面積 (㎡)

537 340 
1,626 251 

0
1,000
2,000
3,000
4,000

多治見団地

未改修 一部改修 改修済 経年25年未満

面積 (㎡)

246 

3,803 

376 0
1,000
2,000
3,000
4,000

その他団地

未改修 一部改修 改修済 経年25年未満

面積 (㎡)

面積 (㎡)
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（２）施設の老朽化状況の実態 

【施設劣化状況写真】

屋上防水雨漏り                      外壁雨漏り 

     外壁タイル落下                 サッシシール部分の劣化 

       躯体爆裂                        地中埋設配管破損 

          建物内配管破損                   空調機屋外機の劣化 
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４ 施設整備の基本的な方針等 

（１）長寿命化の基本方針 

①計画的保全による長寿命化の推進 

老朽化した膨大な施設を限られた予算の中で効果的・効率的に整備していくためには、「重点

的な投資により教育研究等のニーズに対応して機能向上する施設」、「主に施設の物理的な性

能を維持する施設」、「最小限の投資により安全性を確保する施設」、「改修を実施しても安全性

の確保及び現在のニーズに対応できないため取り壊しを要する施設」に分類し、施設整備や維

持管理の範囲や内容等についてメリハリをつける。  

②施設保有量の最適化 

施設整備や維持管理には多額の費用が必要であることから、理念や特色・強み、施設の現状、

財政状況等を踏まえ、将来にわたる施設整備や維持管理に係る費用等の見通しを立てる。 そ

の上で、施設の用途や規模等も踏まえつつ、長期的に必要となる施設と将来的に不要となる施

設を峻別する等、保有施設の総量の最適化を図る。 

利用頻度の低いスペースの転用や集約化により、空いたスペースの減築や施設の取壊しを検

討する。 

（２）改修等の基本的な方針 

①長寿命化の方針 

厳しい財政状況の下で、従来の改築を中心とした老朽化対策では、対応しきれない施設が大

幅に増加していく。中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減・予算の平準化を実現す

るため、以下に示すような施設を除き、改築より工事費が安価で、廃棄物や二酸化炭素の排出

量が少ない長寿命化改修への転換を図る。  

・鉄筋コンクリート劣化が激しく、改修に多額の費用がかかるため、改築した方が経済的に望まし

い施設  

・コンクリート強度が著しく低い施設（おおむね 13.5N/mm2 以下）  

・基礎の多くの部分で鉄筋が腐食している施設  

・校地環境の安全性が欠如している施設  

・建物の配置に問題があり、改修によっては適切な教育研究環境を確保できない施設  

 なお、改築せざるを得ない建物があった場合には、改築までの期間に応急的な保全を行うな

ど、当面の安全性・機能性等の確保に留意する必要がある。 
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②目標使用年数・改修周期の設定 

長寿命化を図る施設の本学の期待耐用年数と性能維持改修については、次の考え方を基本

としつつ、適切に実施する。なお、本学の施設は前述のとおり用途や整備年代が多様であり、一

律にあてはめることは困難であることから、個別に施設の劣化状況等を踏まえた判断を行う。 

〇建物 

長寿命化を図る施設の本学の期待耐用年数は、80 年程度を目標とする。  

長寿命化を図るためには、維持管理を適切に実施するとともに、20 年程度の間隔で次の性

能維持改修を実施する。あわせて、法令改正等への対応についても検討する。 

なお、目標使用年数が 20年に設定されていない部位については、定期的な点検により劣化

状況を把握し、修繕等を実施しつつ、改修・更新時期を判断することが重要である。  

・ 20 年、60 年：性能維持（屋上防水、外壁タイルの改修、照明設備、受変電設備、空調設備、

エレベーターの更新） 

・ 40 年：大規模改修（性能維持+機能向上改修（設備の更新、内装の改修、 躯体の耐久性

回復等） 

下記に長寿命化のライフサイクルのイメージ並びに、既設施設における長寿命化に向けたラ

イフサイクルを示す。 

【ライフサイクルのイメージ】
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【長寿命化に向けたライフサイクル】

〇基幹設備（ライフライン） 

・基幹設備は法定耐用年数の２倍の年数を本学の耐用年とする。 

【ライフサイクルのイメージ】
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・設備の種類別の具体的な耐用年数は以下のとおりとする。

【本学の期待耐用年数】

対象施設（建物） 
法定耐用年数 本学耐用年数

備 考 
（年） （年） 

建築 

外壁タイル － 25   

屋上防水（シート、塗膜） 

屋上防水（アスファルト） 
－ 

20 

30 

電 

気 

※屋外電力線（高圧） 15 30   

※屋外電力線（低圧） 15 30   

※屋外通信線（電話） 15 30   

※屋外通信線（情報） 15 30   

※屋外通信線（防災） 15 30   

※特高・高圧変圧器 15 30   

※高圧配電盤 15 30   

※自家発電設備 15 30   

 中央監視設備 15 30   

 太陽光発電設備 15 30   

照明設備 15 30  

 屋外外灯設備 15 30   

機 

械 

※屋外給水管（上水） 15 30   

※屋外排水管 15 30   

※屋外ガス管 15 30   

 冷温水発生装置 15 25   

 個別空調機 13 20   

 エレベーター 17 25   

※ 部分は、基幹設備（インフラ）を示す。  
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５ 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等 

（１）改修等の整備水準 

改修（特に長大規模改修）の実施に当たっては、単に数十年前の建築時の状態に戻すのではな

く、構造体の長寿命化やライフラインの更新等により建物の耐久性を高めるとともに、省エネ化や

多様な教育研究の形態による活動が可能となる環境の提供など現代の社会的に要請に応じるた

めの改修を行うことが重要である。  

そのため、老朽化状況の実態を把握した施設の現状から、今後の改修等によりどの水準まで引

き上げるか、施設の部位毎に検討し、統一的な方針を設定する。 これにより、類似用途・規模の

施設における整備水準の統一を図る。 

〇主な整備水準の設定項目  

【安全面】 

・防犯対策  

・事故防止の対策  

・法令順守（既存不適格の解消） 

【機能面】 

・設備（空調、給排水等）  

・バリアフリー  

【環境面】 

・断熱性能  

・設備の高効率化  

【保守面】 

・保守点検、改修の容易な構造  

・耐久性の高い部材、機器の採用  

（２）維持管理の項目・手法等  

施設の主な点検・調査には、法令点検や保守点検等の定期点検がある。それ以外に建物の老

朽度を把握する建物別健全度評価を行うことで老朽箇所や危険箇所の早期発見、適切な修繕を

早期に実施することが可能となる。  

そこで、各種点検の確認事項や建物別健全度評価の結果について、データベースに蓄積する

ことにより、今後の老朽化の予測、長寿命化の目標年数等の検討に活用する。さらに、劣化状況

に大きな変化が見られる建物については、早急に修繕を行い、機能の回復を図る。  

○定期点検  

法令点検及び主に修繕や小規模工事で対応する不具合箇所や危険箇所の把握を目的とし、

年１回を目安として職員や保全業者で点検を実施する。 特に建物や外構については、建築基

準法第12条第１項の規定に類する点検を職員が行い台帳を整理し、現状把握を行う。 
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○建物別健全度評価  

本学で定める、建物別健全度評価シートを用いて目視・打診等により建物の老朽度を棟別に

評価し、総合的な老朽度を調査する。 

本点検は1年に１回を目安として、職員が調査を実施する。  

【建物別健全度評価シート】

（３）施設の老朽化状況の実態 

構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況等の評価 

構造躯体以外の劣化状況については、経過年数を基本としながら、目視点検、補修歴等を

点数化して、建物部位別の健全度を評価している。

劣化状況評価の結果、評価点の高い（劣化が著しい）部位については、「要修繕ストック」と

して位置付けることとする。要修繕ストックを放置し続けることは、教育・研究活動に影響を及

ぼすだけでなく、建物の寿命を縮めることになりかねないため、長寿命化改修まで必要な性

能を保つことができるように早急に機能回復を行う。

建物別健全度評価シート

調査日 2020/1/1

建物名 基準年度 建築年度 改修年度 経過年数

- 建物
冷温水発生機
個別空調機

受水槽 エレベータ 照明器具 受変電設備 外壁タイル 屋上防水

0 0 0 0 0 0 0 0

経過年数
本学設定

更新期間

(A) (B)

（年） (年) (年) (年)
①②③
合計

(千円)

冷温水発生機

個別空調機

□冷温水発生機

□個別空調機（GHP)

□個別空調機（EHP）

□設置なし

□動作しない

□冷媒ガスが漏れている

□既存点検等で指摘がある

□目視等で異常が認められる

□既存不適格である

0

受水槽
□受水槽

□高置水槽

□設置なし

□既存点検等で指摘がある

□目視等で異常が認められる

□既存不適格である
0

エレベータ
□エレベーター

□リフト

□設置なし

□既存点検等で指摘がある

□目視等で異常が認められる

□既存不適格である
0

照明器具

□蛍光灯（Hf蛍光灯以外）

□Hf蛍光灯

□LED

□設置なし

□チラつき・点灯しない

□異常音、異臭がある

□照度が著しく低い

□目視等で異常が認められる

0

受変電設備

□開放型

□キュービクル型（屋内）

□キュービクル型（屋外）

□設置なし

□既存点検等で指摘がある

□異常音、振動がある

□異常な過熱、異臭がある

□目視等で異常が認められる

0

外壁タイル
□ タイル張り、石張り

□ その他外壁（　　）

□鉄筋が見えているところがある

□外壁から漏水がある

□タイルや石が剥がれている

□大きな亀裂がある

□ 窓・ドアの廻りで漏水がある

□ 窓・ドアに錆・腐食・変形がある

□ 既存点検等で指摘がある

0

屋上防水

□ アスファルト保護防水

□ アスファルト露出防水

□ シート防水、塗膜防水

□ 勾配屋根（長尺金属板、折板

□ 勾配屋根（スレート、瓦類）

□ その他の屋根 （ 　　）

□ 降雨時に雨漏りがある

□ 天井等に雨漏り痕がある

□ 防水層に膨れ・破れ等がある

□ 屋根葺材に錆・損傷がある

□ 笠木・立上り等に損傷がある

□ 樋やﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝを目視点検できない

□ 既存点検等で指摘がある

0

判定基準

部位別劣化度

著しい劣化がある 広範囲に劣化

多少劣化がある 部分的に劣化

劣化は見られない 概ね良好

緊急性 大至急対応が必要 安全上・機能上問題あり、教育研究業務・施設運営に支障あり

予算次第で対応 安全上・機能上問題はないが、不具合の発生が頻発している

緊急性はない 安全上・機能上問題なし

建築

電気

機械

分　　　　　　類 設置の有無・種類

更新年度

法定耐用

年　　数

or

保証年数

対策費用

建物状況調査

劣化状況

評価点

経過年数

(A) ー（B) = ①

部位別劣化度

②

緊急性

③

①≦0→0
0＜①≦5→5
6≦①≦10→①

10<①→10

著しい劣化がある→10

多少劣化がある→5

劣化は見られない→0

大至急対応が必要→10

予算次第で対応→5

緊急性はない→0

棟番号 評価点

0
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６ 長寿命化の実施計画 

（１） 改修等の優先順位付けと実施計画 

長寿命化を図る施設の耐用年数と性能維持のための整備基準は、以下の優先順位の考え方で

優先順位付けを行っている。照明設備と空調設備については、省エネ効果も優先順位に加味す

る。 

〇用途別順位 

【建物（附帯設備含む）】    優先順位はＳ，A、B、C、Dの順とする。 

優先度 用途 

S 大学： 実験棟、研究棟、講義棟等 

A 共用施設： 図書館、福利施設、課外活動施設、本部棟等 

B 宿舎： 学生宿舎、宿泊施設等 

C 体育施設： 体育館、プール・附属屋等 

D 機械室等： 特高受電棟、ポンプ室等 

〇健全度別順位 

【健全度別順位】 

評価点 状 態 

0～5 おおむね良好 

6～10 部分的に劣化 

10～15 広範囲に劣化 

15以上 早急に対応する必要あり（要修理ストック） 

〇優先順位 

【優先順位の決定方法】

S 16位 11位 6位 1位

A 17位 12位 7位 2位

B 18位 13位 8位 3位

C 19位 14位 9位 4位

D 20位 15位 10位 5位

0～5 6～10 10～15 15以上

おおむね良好 部分的に劣化 広範囲に劣化
早急に対応する必要
あり（要修理ストッ

ク）

用
途
別
順
位

健全度別順位
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（２）長寿命化のコストの見通し、長寿命化の効果～維持・更新の課題と今後の方針～ 

今後の維持・更新コストの把握（長寿命化型） 

〇整備計画の見直し 

延べ面積 1,000 ㎡以下の小規模建物は改修単価が高くなること、突発的な整備を行っても規

模が小さいため予算規模が小さいことを勘案し、経常修繕で対応する。重要性の低い建物につ

いても、不具合が生じても被害は限定的であるため、経常修繕で対応し、計画修繕である「性能

維持改修」は行わないものとする。 

基幹整備は耐用年数の倍の期間で更新するものとする。 

施設整備費用の試算にあたっては、個別施設は試算条件として、経年 80 年で改築、経年 40

年で大規模改修（性能維持+機能向上改修）、経年 20 年で部位別の性能維持改修を行うものと

し、「令和元年度補正予算（案）における国立大学法人等施設整備予算について」の単価をもと

に、試算を行う。 

部位別の性能維持改修（屋上防水、外壁タイルの改修、照明設備、受変電設備、空調設備）は

学内予算及び施設費交付金で行うものとして試算すると、必要な改修費は年間平均 2.23 億円と

なり、現在の学内予算及び施設費交付金 1.41 億円では 0.82 億円不足する。本試算では現在

の経常修繕にかかる予算規模で見込んでいるため、今後施設の老朽化が進行すると不足額が

増加する。 

大規模改修、改築及び基幹施設整備は施設整備費補助金で実施するものとして、年間約7.50

億円必要となる。 
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【図  整備計画概算額（学内予算+施設費交付金）】

【図 整備計画概算額（施設整備補助金）】

3,324 
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〇予算の平準化 

本計画の実効性を高めるために、建物の本学の期待耐用年数は80年と設定しているが（経年

40 年で大規模改修・経年 80 年で改築）、年数どおりの時期に実施することとした場合、年間

10,000㎡ 以上を改修・改築を行う必要のある年度が発生する。現実的には工事範囲、仮移転ス

ペースを勘案すると年間5,000㎡程度が限度で、建物規模によっては整備期間が数年間必要と

なる。 

また、予算面から考えても、まとまった予算を確保することは困難である。 定期点検の結果を

踏まえ良好な状態であると判断できる建物・施設は「性能維持改修」または「機能向上改修」の実

施周期を見直す。 

そのため、改修計画を、劣化の少ない建物の更新時期を後ろ倒しにすることで建物の延命と

費用の平準化を図ることとして、平準化後の整備計画概算額を算出する。 
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〇部位別の性能維持改修（屋上防水、外壁タイルの改修、照明設備、受変電設備、空調設備）

を学内予算及び施設費交付金で行うものとして試算 

必要な改修費は年間平均1.92億円となり、現在の学内予算及び施設費交付金1.41億円では

0.51億円不足する。施設整備費補助金で実施するものは、年間約6.89億円必要となる。 

【図 整備計画の平準化後の整備計画概算額（学内予算+施設費交付金）】

【図  整備計画の平準化後の整備計画概算額（施設整備補助金）】 
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〇部位別の性能維持改修のうち、屋上防水、外壁タイルの改修を、施設整備費補助金（長寿命

化促進事業費）で行うものとして試算 

学内予算等で年間平均 1.77 億円、施設整備費補助金（長寿命化促進事業費を含む）で実施

するものは、年間約7.04億円必要となる。 

【図 整備計画の平準化後の整備計画概算額（学内予算+施設費交付金）】

【図  整備計画の平準化後の整備計画概算額（施設整備補助金】 

資料１に整備計画見直し後の個別改修工事年度計画を示す。 

ete80902
ライン

ete80902
ライン
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〇予算確保 

運営費交付金が年々縮小傾向にある状況下において、今後は持続的・安定的な予算確保に

向けた創意工夫が重要となる。  

持続的・安定的な予算確保については、以下の方策を組み合わせる等により、適時・適切に採

用していく必要がある。  

・全学スペースチャージ料の見直しによる営繕経費補填の強化  

・外部貸し付けによる賃借料 

・老朽化した照明設備・空調設備等を高効率の省エネ機器へ更新することによる光熱費削減

分の営繕経費への充当  

・光熱水量の使用実績に対する環境賦課金  

・目的積立金による複数年度の整備計画  

・施設整備費補助金の更なる確保  

〇その他 

・保有施設の総量の最適化を図り削減を行う。 

・新技術を積極的に取り入れ、ライフサイクルコストの低減を図る。 

【図 長寿命化のコストの見通しと予算額】

単位：億円

保有施設の削
減（5%）

学内整備計画額 2.23 1.92 1.86 1.82 1.82 1.67 1.67 1.59

学内予算規模 1.41 1.41 1.41 1.41 1.51 1.51 1.59 1.59

不足額 0.82 0.51 0.45 0.41 0.31 0.16 0.08 0.00

長寿命化改修型

整備計画の見直し（整備計画の絞り込み）・平準化

整備計画の見直し（点検による実施周期の見直し）

経費削減（新技術の導入）

予算確保（省エネにより削減された経費）

予算確保（外部資金等による
収入増加）

予算確保（長寿命化促進事業費の活用）
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７ 長寿命化計画の継続的運用方針 

（１） 情報基盤の整備と活用 

今後の効率的な維持管理や整備計画を行うためには維持管理項目の点検・調査結果等を踏ま

え、施設の状態や過去の改修・交換履歴、事故・故障の発生状況等をデータベースに蓄積する必

要がある。そのためには、建物改修年次計画表、建物別健全度評価シート、管理図・設備台帳等

の更新を行い、各施設に必要な情報のデータベース化を行う。  

・建物別改修等年次計画表  

改修等行った場合は年次計画表に記載し更新する  

・建物別健全度評価シート  

定期的な診断・点検、施設パトロール後及び改修後、追加・修正する  

・管理図・設備台帳  

設備更新に合わせ追加・修正する  

また、新技術の情報収集及び導入に積極的に取り組むとともに、改定される法令等にも対応し

ていくためにも、あらゆる情報を注視する必要がある。  

（２） 推進体制等の整備 

効果的な長寿命化計画を策定し、継続的に運用していくためには、情報基盤の整備とともに、

組織体制の充実を図ることが求められる。本学では施設マネジメント委員会を中心として効率的

かつ効果的な施設整備を進めていくため、 

・ Plan： 施設の点検・評価によって現状を的確に把握した上でそれを踏まえた計画（学校施設

の長寿命化計画）を策定 

・Do： 計画に基づき、適切な改修や日常的な維持管理等を実施 

・Check： 整備による効果の検証を継続的に行うとともに、より効果的な整備手法など改善す

べき点について課題を整理 

・Action： 次期計画に反映していく            【図 PDCAサイクルイメージ】 

という PDCAサイクル（メンテナンスサイクル）の

サイクルを施設企画課にて確立している。 

（３）フォローアップ 

計画期間の範囲内であっても、計画の進捗状況等、目標の達成状況を正確に把握することが

重要である。そのため、把握した状況を踏まえ、５年程度を目安に計画を更新することとする。 

なお、フォローアップの評価結果について、施設マネジメント委員会へ報告する。  
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